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那賀川左岸堤防地震・津波対策事業環境保全検討委員会 規約 
 
（名 称） 
第１条 本会は、「那賀川左岸堤防地震・津波対策事業環境保全検討委員会」（以下「委員

会」という）と称する。 
 
（目 的） 
第２条  本委員会の目的は、那賀川左岸堤防地震・津波対策事業（以下「地震・津波対策

事業」という）の実施にあたり、事業特性、地域特性等を踏まえ、適切な環境保全を

検討するために必要な助言を行うことを目的とする。 
 
（構 成） 
第３条 委員会は、別表に掲げる学識者の委員により構成する。 
２ 委員会の委員は、那賀川河川事務所長が委嘱する。 
 
（任 務） 
第４条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する業務を行う。 
（１）地震・津波対策事業実施時の環境保全に係る環境調査の内容・方法に関する助

言。 
（２）地震・津波対策事業実施時の環境配慮事項の具体的な手法に関する助言。 
（３）代償措置を実施する際の具体的な手法に関する助言。 
（４）その他環境保全検討の実施に関する事項。 
 
（委員長） 
第５条 委員会は、委員長を置き、委員長は委員の互選とする。 
２ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代行する。 
 
（会 議） 
第６条 委員会は委員長の発議により開催する。 
２ 委員長は、委員会の会務を掌理する。 
３ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 
 
（事務局） 
第７条 委員会の事務局は、国土交通省四国地方整備局那賀川河川事務所内に置く。 
 
（雑 則） 
第８条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 
 
（附 則） 
この規約は、平成２４年１２月１７日から適用するものとする。 

 

この規約は、第２条に定める目的終了後、その効力を失う。 
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いぬい　りゅうてい

かわぐち　よういち

きのした　さとる
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